
書式第８号（法第１０条・第２５条関係） 

設立・定款変更用 
 

 

 

特定非営利活動法人クラブハウスこころのリカバリー 

１ 事業実施の方針 

(1) グループホームの規模を、新型コロナ感染予防と人員体制に合わせて縮小し、維持していく。 

(2) 自閉症・発達障害当事者と支援者を対象にした相談支援を行う。 

(3) 社会教育の推進を図る活動として、自閉症・発達障害に関する研修・講演を行う。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

（１）特定非営利活動に係る事業              （事業費の総費用【 12,000 】千円 ） 

定款に記載 
された 
事業名 

事業内容 日時 場所 
従事者 
人数 

受益 
対象者 
範囲 

受益 
対象者 
人数 

事業費 
（千円） 

障害者総合支
援法に基づく
障害福祉サー
ビス事業 

共同生活援助 
グループホーム 
の運営 

令和 3 年 
4 月 1 日から 
令和 4 年 
3 月 31 日 

東京都 
練馬区 

3 人 

東京都練
馬区とそ
の近隣の
住民 

5 人～2
人 

10,000 

その他目的を
達成するため
に必要な事業 

自閉症・発達障がいの
ための困りごと相談 

令和 3 年 
4 月 1 日から 
令和 4 年 
3 月 31 日 

東京都 
練馬区 

3 人 

発達障害
の当事者
とその支
援者 

100 人 2,000 

        

 

（２）その他の事業                    （事業費の総費用【   】千円） 

定款に記載 
された 
事業名 

事業内容 日時 場所 
従事者 
人数 

事業費 
（千円） 

 計画なし     

      

 

  令和 3 年度 事 業 計 画 書 


